
 
 

（４）申請書類について 

ア 申請書類 

    申請書類は、次のとおりです。 

番号 申請書類 様式 

１ 認可外保育施設教育費給付にかかる給付対象施設応募申請書 様式１ 

２ 申請者・施設の概要について 様式２ 

３ 施設平面図（各保育室等の面積、定員、歳児などがわかるもの） 任意 

４ 施設内状況がわかる写真（出入口、保育室、調理室、手洗い場、トイレ等） 任意 

５ 管理者の資格証明書の写し（教育・保育にかかる資格のみ） － 

６ 職員の資格証明書の写し（教育・保育にかかる資格のみ） － 

７ 

職員配置ローテーション表（令和７年１１月１０日からの２週間分） 

※各日の時間別・年齢別在籍児童全員の出席状況がわかるものも添付する

こと。 

任意 

８ 職員の出勤簿（令和７年１１月分） 任意 

９ 職員研修計画（令和６年度・令和７年度の２年分） 任意 

１０ 職員研修を実施した記録（令和６年度分） 任意 

１１ 施設における教育・保育の内容等について 様式３ 

１２ 保育所保育指針に基づく全体的な計画（令和７年度分） 任意 

１３ 年間行事計画（令和７年度分） 任意 

１４ 年間指導計画（令和７年度分） 任意 

１５ 月案（３・４・５歳児全クラスの令和７年１１月分） 任意 

１６ 週案（令和７年１１月の３・４・５歳児全クラスの１週間分） 任意 

１７ 
デイリープログラム（１６番の週案と同じ週のものすべて） 

※日々の振り返りがわかるもの（保育日誌等）も添付すること。 
任意 

１８ 保護者への情報提供の書類（利用開始時説明書類、園だより等） 任意 

１９ 献立表（令和７年１１月分）※すべてのこどもが弁当持参の施設は除く 任意 

２０ 食育年間計画（令和６年度・令和７年度の２年分） 任意 

２１ 食育実施記録（令和６年度分） 任意 

２２ 保護者との情報交換の書類（連絡帳等） 任意 

２３ 懇談会や保育参加の実施状況が確認できる書類 任意 

２４ こどもの教育・保育等について記録した資料（保育所児童保育要録など） 任意 

２５ 

各種マニュアル（①～⑥の内容に関するマニュアル） 

①児童虐待を発見した場合の対応、②アレルギーのあるこどもへの対応、

③食中毒の予防及び発生時の対応、④感染症の予防及び発生時の対応、 ⑤

災害（火災、地震、津波等）や不審者侵入の発生時の対応、⑥事故の予防

及び発生時の対応 

任意 

２６ 
大阪市発行の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または通知

の写し 
－ 

２７ 
委託契約書の写し  

※事業所内保育施設で委託により運営している場合のみ 
－ 

２８ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ※申請者が法人の場合のみ － 

２９ 住民票の写し ※申請者が個人の場合のみ － 

３０ 印鑑登録証明書 － 
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番号 申請書類 様式 

３１ 
当該施設の使用権原がわかるもの（建物の登記事項証明書（全部事項証明

書）、賃貸借契約書の写しなど） 
－ 

３２ 応募資格（１）及び（２）を満たす旨の誓約書 様式４ 

３３ 実地調査日程調整表 様式５ 

３４ 

返信用封筒（書類審査の結果通知用） 

※長形３号封筒に選定結果通知の送付先を明記し、特定記録郵便相当の切

手（320 円）を貼付したものを１通 

－ 

※ 「様式」欄で、「様式」となっているものは、本募集要項で示す様式を使用し作成してください。

「任意」となっているものは様式の指定はありません。「－」となっているものは既定の書類です。 

※ ２８番から３１番の申請書類（３１番は建物の登記事項証明書を提出する場合のみ）について

は、原本かつ発行後 3か月以内のものを添付してください。 

 

イ 提出部数 

    提出部数は、正本（申請書類１番から３３番を綴じたもの）１部及び副本（申請書類１

番から２５番を綴じたもの）６部の計７部です。（申請書類２６番から３３番については正

本のみに綴じ、副本には綴じないでください。） 

    申請書類については、上のアの申請書類の番号ごとにインデックスをつけ、申請書類に

ついて１ページから最終ページの通し番号でページ番号を付与した（申請書類ごとに番号

を付与するのではなく、全体を通して番号を付与します。）上で、１部ずつＡ４ファイルに

穴をあけて綴じてください。クリヤーブックリフィル（ポケット）等での提出は不可とし

ます。 

 

※ 大阪市が必要と認める場合、申請書類提出後に追加書類の提出を求める場合があります。 

※ 提出書類は、日本語、Ａ４サイズで作成してください。日本語以外の言語で作成している

書類については、必ず日本語に翻訳した書類を添付してください。 

※ Ａ４サイズ以外で作成した書類については、Ａ４サイズに縮小すると文字が認識できない

などがない限り、Ａ４サイズになるよう拡大・縮小して添付してください。なお、両面印刷

での提出も可能です。 

 

ウ 申請書類の作成にかかる留意事項 

   ・ 申請書類の作成に要する費用は、申請者の負担とします。 

・ 申請書類は、「大阪市情報公開条例（平成１３年大阪市条例第３号）」に基づき、非公

開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象とな

ります。 

・ すべての申請書類は返却しません。 

・ 申請書類は、審査、選定、更新評価及び選定後の指導の用以外に申請者に無断で使用

しません。（大阪市情報公開条例に基づく公開を除く。）



 

 

 


